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８広報　ひがしちちぶ

　６月１９日（水）、晴天のもと槻川小学校５年生

１０名が江原國利さん（奥沢）、福島康雄さん（奥沢）

にご指導いただき田植えを行いました。子どもたち

の飲み込みも早く、すぐにコツを掴み、ひと苗ひと

苗丁寧に植えていました。

　しかし、田植えをするのはとても大変で、田んぼ

の中に足をつっこみ、慣れない土の中では一苦労。

泥だらけになった子どもたちは、転ばないように気

を付けながら苗を植えていました。

　この大変な作業があるからこそおいしいお米を食

べることができるのだと実感したことでしょう。

　次回は稲刈りが１０月ごろ行われます。がんばっ

て植えた稲がしっかり育ち、おいしく食べられる日

が待ち遠しいですね！

槻川小学校５年生　田植えを体験

ロイヤルメルボルン工科大学木版画づくり＆紙漉き体験
　６月２４日（月）～２９日（土）の６日間、ロイヤ
ルメルボルン工科大学（オーストラリア）の学生２８
名が道の駅和紙の里ひがしちちぶに滞在し、和紙製作
工程と紙漉き体験と共に、工房かみぐら（安戸代表　
高野勉）、日本版画会（会長　町田えいめい）、東秩父
村版画を楽しむ会（会長　倉林均）、なめがわ版画ク
ラブ（会長　岩田昇）の協力のもと、初めての木版画
づくりを体験しました。大学では様々な科目を専攻す
る芸術学部の学生一人ひとりが、個性あふれる作品を
作成し、学生同士で何を作るか一緒に考えたり、完成
した作品を見せ合ったりと東秩父村でのひと時を楽
しみ、満足できる作品に仕上がったようです。また、
和紙漉き体験では、和紙を漉くだけでなく乾燥工程等
を体験する特別メニューを体験しました。なお、学生
たちの作品は、１１月１９日（火）～２４日（日）ま
で東京都美術館で開催される「第６５回記念日本版画
会展」にて展示され、その後１２月以降に道の駅和紙
の里ひがしちちぶにて展示予定です。
　この事業は、団体滞在型インバウンド「和紙アート
プログラム」として、オフィスハーベスト（日高市代
表　武藏聖子）が企画し、東秩父村和紙の里では２回
目の実施となります。今後も、このような団体を招致
し、東秩父村の手漉き和紙や木版画をはじめとする和
紙アートの楽しさを世界に広めるだけでなく、インバ
ウンド事業としても期待されます。（敬称略）
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　関東管区行政評価局長より５月１７日付で、東秩

父村行政相談委員の高野守生氏（安戸）に感謝状が

贈呈されました。

　高野氏は令和３年４月１日より東秩父村行政相談

委員として国の行政活動全般に関する苦情や相談を

受け付けており、行政相談委員業務の遂行に特に尽

力されていることが評価されました。

　誠におめでとうございます。

行政相談委員・感謝状贈呈

　税の意義や役割を正しく理解していただくため、
６月１０日（月）、槻川小学校６年生の児童１１名を
対象に「租税教室」が開催されました。
　この教室は、「秩父郡市租税教育推進協議会」が主
催し、毎年実施しているものです。
　当日は、「なぜ税金が必要なのか」という内容を中
心に、クイズや DVD 視聴、1億円のレプリカ体験も交
え、児童の皆さんに楽しみながら積極的に授業へ参
加してもらい、にぎやかなものとなりました。税金
に関心を持ち、身近に感じていただくことで、税金
に対する正しい知識を学んでいただけたと思います。

槻川小学校で租税教室を行いました

教育委員に鈴木郭司氏　就任
　教育委員の大澤宣彦氏（坂本）が任期満了で退任
されたため、後任に鈴木郭司氏（皆谷）が８月１日（木）
付で任命されました。

　　　 職名 　　　 氏名 　　　　　　　　現在の委員任期

　　　教育長 　小　林　洋　介  令和５年　１月１４日　～　令和　８年１月１３日

 教育長職務代理者 　髙　田　長　子  令和５年１０月　１日　～　令和　９年９月３０日

　　　 委員 　江　原　誠　一  令和４年　８月　１日　～　令和　８年７月３１日

　　　 委員 　大　澤　京　子  令和３年　８月２０日　～　令和　７年８月１９日

　 委員（新任） 　鈴　木　郭　司  令和６年　８月　１日　～　令和１０年７月３１日

村教育委員会の構成（敬称略）
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　私たちは、坂戸市にある城西大学経営学部三國ゼ
ミナールの３年生です。私たちのゼミナールは、今
年の５月に「ふるさと支援隊」に選ばれて、学生目
線で東秩父村の新しい魅力を発見し、発信する活動
を始めることとなりました。
　今年度の活動目標は、主に３つあります。１つ目
は「東秩父通信」の発行、２つ目は「東秩父魅力再
発見動画」の制作、３つ目は和紙の魅力を伝えるイ
ベントの開催です。魅力あふれる東秩父村を学生な
らではの方法で精一杯発信していきたいと考えてお
ります。
　今後、いろいろな場面で皆さまのお力をお借りし
たいとお願いに上がることもあると思いますが、そ
の際にはどうぞよろしくお願いいたします。少しで
も皆さまのお役に立てるよう、ゼミ生全員で、がん
ばってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

「ふるさと支援隊」とは・・・
埼玉県が、高齢化や過疎化により農林業や地域活動の維持が
困難な状況にある中山間地域の活性化に、大学生の持つ新し
い視点や行動力、専門技術・知識など活用することを目的に
実施する事業。

東秩父村の皆さま、はじめまして

版画フォーラム和紙の里ひがしちちぶ展
　６月１５日（土）～２２日（土）の８日間、道
の駅和紙の里ひがしちちぶにて「版画フォーラム
２０２４和紙の里ひがしちちぶ展」が開催されまし
た。版画フォーラム実行委員会が芸術文化と地域の
活性化を目的に毎年開催しており、２１回目の今年
は全国から４８８点の個性豊かな作品が勢ぞろい。
上位に入賞した作品は来年開催されるチェコの展覧
会に出品されます。約２，２００人が訪れ大盛況とな
りました。

人権の花運動を実施しました
　６月２６日（水）、槻川小学校にて「人権の花運動」
を実施しました。これは輪番制で各小学校を対象に
実施している人権擁護の事業で、槻川小学校では５
年ぶりの開催です。子どもたちが協力し合いながら
花を植え、生命の尊さを実感する中で協力や感謝を
学び、人権尊重の心を育むことを目的としています。
　東秩父村人権擁護委員の奈良幸子氏および大野守
雄氏のご協力の下、子どもたちはマリーゴールドを
植え、人権尊重の心を養うことができたようです。

広報　ひがしちちぶ １０

QR コードを読み込んでいただくと、私た
ちが東秩父村の魅力を発信していく SNS

（Instagram）につながります。フォローして
いただけると嬉しいです（そこでコメント等
をいただけるのも嬉しいです）。
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　東秩父消防団が６月３０日（日）に御堂地区の林道
を使用して夏季訓練（中継訓練）を行いました。
　この訓練は、団員間における災害発生時の早期実態
把握、情報共有能力を養い、迅速なホース延長、中継
送水および円滑な機械器具の取扱いを習得すること
を目的として実施いたしました。団員たちは、約１㎞
にわたりホース延長を行い、送水圧力に細心の注意を
払いながら真剣に訓練に臨んでいました。有事の際、
迅速に対応できるよう今後もこうした訓練を通じて
消防技術の向上や士気高揚に努めてまいります。

　6 月３０日（日）、ふれあい広場にて第５２回東秩
父村長杯争奪野球大会が開催され、東秩父ヒーロー
ズと東秩父村役場の２チームで試合が行われました。
　試合内容は、ヒーローズが若手主体の役場チーム
を終始圧倒。回を重ねるごとに役場チームも粘りを
見せましたが、日頃練習をしているヒーローズのチー
ムワークが上回り、最後は見事なダブルプレーで試
合を締めくくりました。結果は９-３でヒーローズが
優勝を手にしました。誠におめでとうございます。

東秩父ヒーローズ優勝！東秩父村長杯争奪野球大会

広報　ひがしちちぶ１１

　フードドライブとは、ご家庭内で余った食品を集
め、市町村窓口等を通して食品を真に必要とする人々
に寄付する活動です。
　令和４年度から本村でもフードドライブ事業を
開始し、昨年は皆さまのご協力により最終的には
７００点余りの食品を収集することができました。
温かいご支援誠にありがとうございました。
　今年度も引き続き、「フードドライブキャンペーン」
を実施します！余った食品を積極的にご寄付いただ
き、村内で助け合いの輪を広げましょう！

フードドライブキャンペーンにご協力願います

●ご寄附いただきたいもの
缶詰、レトルト食品、インスタント食品、お菓子、調味料、飲料水など　
①賞味期限が明記され、令和７年２月以降のもの（お米や塩など賞味期限がないものも受け付
　けます）
②常温で保存できるもの　③未開封のもの
●収集場所　東秩父村役場　住民福祉課
●収集日時　８月１日（木）～１０月３１日（木）平日午前９時～午後５時
※寄付を考えており上記以外の日時で持ち込みを希望の場合、住民福祉課までご相談ください。
－皆さんからの多くのご寄付をお待ちしております！－
※また、集まった食品を使用し今年度は「こども食堂」を開催します。
●問合せ　住民福祉課　☎８２－１２２６

東秩父消防団夏季訓練



１２広報　ひがしちちぶ

【８月２５日（日）投開票】

　今回の選挙で選挙権を有する方は、投票日現在満１８歳以上（平成１８年８月２６日以前に

生まれた方）で、本村の選挙人名簿に登録されている方（５月１９日までに転入届をした人）です。

　該当する方には、選挙管理委員会より投票所の場所を記載した投票所入場券を郵送いたしま

すので、投票にお出かけの際は入場券をご持参ください。

　また、７月８日以降に村内で住所を異動（転居）された方は、７月７日現在の住所地の投票

所で投票していただきますのでお間違えのないようお気を付けください。

　投票所は、下記投票所一覧のとおりです。なお、投票時間はいずれの投票所も午前７時から午後８

時までです。選挙は、皆さんの意思を政治に反映させるための大切な機会です。貴重な一票を

大切に、皆さんそろって投票しましょう。

⃝投票日等　告示日　８月２０日（火）/投・開票日　８月２５日（日）

⃝投票のいろいろ
《期日前投票》

　選挙の当日、仕事や旅行、冠婚葬祭など、事情により投票所で投票することができない方は、告

示日の翌日（８月２１日（水））から投票日の前日（８月２４日（土））まで、期日前投票を行うこ

とができます。期日前投票所の場所は役場で、投票時間は午前８時３０分から午後８時までです。

《郵送による不在者投票》

　身体に重度の障害があるため、投票所で投票できない方は、自宅で投票することができます。

　ただし、事前に障害の程度を選挙管理委員会に届け出て郵便投票証明書の交付を受けておく

必要があります。

　なお、請求期限がありますので、お早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。

《代理投票》

　文字を書くことのできない方は、自分が投票したい候補者の氏名を係員に書いてもらい投票

することができます。投票の秘密は守られますのでご安心ください。

《病院等での不在者投票》

　病気のため指定病院等に入院しており、投票所での投票ができない方は、病院で投票できま

すので、お早めに院長に申し出てください。　

《その他》

　投票所入場券をなくしてしまった場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、

投票はできます。投票所で受付の係員にお申し出ください

⃝開　　票　選挙の開票は、選挙当日午後９時より、役場２階大会議室で行われます。

　　　　　　選挙に関し、ご不明な点がありましたら、選挙管理委員会までお問合せください。

⃝問 合 せ　総務課内選挙管理委員会　☎８２－１２２１
⃝投票所一覧　◇投票時間　午前７時～午後８時

⃝選挙人名簿登録者数　令和６年６月１日定時登録日現在

	

くらしの情報

東秩父村長選挙および東秩父村議会議員補欠選挙

　投票所 　　対象地区 　　  投票所の場所（施設）

第１投票所 安戸 東秩父村高齢者生きがいセンター

第２投票所 御堂・奥沢・萩平 東秩父村コミュニティセンター

第３投票所 坂本 東秩父村ふれあいセンター槻川

第４投票所 大内沢 東秩父村ふるさと館

第５投票所 皆谷・白石 皆谷農業センター

投票区 　　 地区 　  男 　  女 　  計

　１ 安戸 　 ２７３ 　 ２８２ 　 ５５５

　２ 御堂・奥沢・萩平 　 ３１４ 　 ２９４ 　 ６０８

　３ 坂本 　 ２１２ 　 ２１３ 　 ４２５

　４ 大内沢 　 １６７ 　 １４７ 　 ３１４

　５ 皆谷・白石 　 １８１ 　 １９６ 　 ３７７

　　　　 計 １，１４７ １，１３２ ２，２７９

【東秩父村選挙管理委員に
　　　　　　　 渡辺成夫氏就任】
　東秩父村選挙管理委員会の吉田
泰明委員長職務代理者が辞任した
ことに伴い、６月２６日付けで渡
辺成夫氏を選挙管理委員に補充し
ました。任期は令和８年１２月
２２日までになります。

　 　 渡辺成夫氏（白石）

(人 )



１３ 広報　ひがしちちぶ

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）相談窓口のお知らせ
　生活不安・ストレスにより、配偶者等からの暴力（ＤＶ）の増加や深刻化が懸念されています。
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）には、身体的暴力（殴る、蹴る）だけでなく、精神的
暴力（無視する、暴言を吐く）、性的暴力（避妊に協力しない）、経済的暴力（生活費を渡さない、
借金の強要）、社会的暴力（外出を制限する、交友関係やスマホを細かくチェックする）などが
あり、パートナーのどちらかが一方的に振るう暴力です。
　ＤＶは重大な人権侵害です。ひとりで悩まず、相談してください。
⃝国の相談窓口　ＤＶ相談＋（プラス）　☎０１２０－２７９－８８９（つなぐはやく）
　　　　　　　　２４時間電話相談およびＳＮＳ相談　URL:https://soudanplus.jp/
⃝埼玉県の相談窓口　

（１）埼玉県婦人相談センター　☎０４８－８６３－６０６０または＃８００８（はれれば）
　　 月～土　午前９時３０分～午後８時３０分　
　　 日・祝　午前９時３０分～午後５時（１２／２９～１／３を除く）
（２）埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま )　☎０４８－６００－３８００
　　 月～土　午前１０時～午後８時３０分（祝日、第３木曜日および１２／２９～１／３を除く）
（３）埼玉県福祉事務所 地域福祉担当 •東部中央福祉事務所　☎０４８－７３７－２３５９
　　 西部福祉事務所 ☎０４９－２８３－６８００
　　 北部福祉事務所 ☎０４９５－２２－０１４０
　　 秩父福祉事務所 ☎０４９４－２２－６２２８
　　 月～金 午前９時～午後４時（祝日および１２／２９～１／３を除く）
⃝問 合 せ　東秩父村の相談窓口　総務課　☎８２－１２２１

みなさんからのご意見を募集します（パブリックコメント）
　村では、次の計画案等について、パブリックコメント（意見公募手続き）により村民の皆さん
の意見を募集します。計画の詳細等は、ホームページでのご確認、担当課へお問い合わせください。

 計画（案）国民保護に関する東秩父村計画

公募・意見
 募集期間

８月１日（木）～３１日（土）

 公表場所 総務課窓口および村ホームページ、タブレット

　 
対象

○村内に住所を有する方　○村内に事務所または事業所を有する方
〇村内の事務所または事業所に勤務する方　〇村内の学校に在学する方
〇村税の納税義務を有する方　〇当パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する方

 
提出方法

任意の様式に下記必要事項を明記し、総務課へ持参、ＦＡＸ、電子メールまたは
郵送してください。（郵送の場合は、８月３１日の必着）
【必要事項】住所・氏名・連絡先・提出する計画案名・意見（任意様式）

　 意見
  提出先

〒 355-0393 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂６３４

総務課　☎８２－１２２１　FAX：８２－１５６２
e-mail:soumu@vill.higashichichibu.saitama.jp

電気柵・防除柵等の設置に係る補助金のお知らせ
　村では農作物を鳥獣被害から守るため、農業者が村内農地に電気柵などを設置する場合にお
いて、係る経費の一部に対して以下のとおり、補助金の交付をしています。
⃝申請の期限　令和７年３月３１日（月）
　　　　　　　※３月３１日までに事業の完了報告書を提出する必要があります。
⃝補助の対象　農作物被害防除施設設置事業に要する経費（年度内１回）
　　　　　　　※電気柵、ネット、トタン柵等材料代
⃝補助金の額　上記材料代に係る経費の２分の１以内（上限７０，０００円）
⃝そ の 他　①防除柵設置後、材料購入後の事後申請はできません。事前にご連絡ください。
　　　　　　 ②補助金の予算には限りがあり、申請額の合計が予算に達し次第終了となります。
              （申請先着順）
⃝問 合 せ　産業観光課　☎８２-１２２３
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⃝こども医療費支給制度
　子どもの健康の向上と福祉の増進を図るとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、
１８歳年度末までの子どもが医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を助成する制度です。
　医療機関を受診する際は、窓口で健康保険証と併せて「こども医療費受給資格証」の提示が
必要です。出生や転入などで新たに受給資格が生じた際は１５日以内に手続きをしてください。
⃝ひとり親家庭等医療費支給制度　※所得制限あり
　母子・父子家庭等の生活の安定と自立を支援し、経済的負担を軽減するため、１８歳年度末
（一定の障害のある場合は２０歳未満）までの子どもおよび父または母が医療機関を受診した場
合の医療費の一部負担金を助成する制度です。医療機関を受診する際は、窓口で健康保険証と
併せて「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の提示が必要です。出生や転入などで新たに受給
資格が生じた際は１５日以内に手続きをしてください。
⃝児童手当制度　※９月まで所得制限あり
　家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資
することを目的として、中学校修了前の児童を養育している方に手当が支給される制度です。
　出生や転入などで新たに受給資格が生じた際は１５日以内に手続きをしてください。
　年３回（６月・１０月・２月）それぞれ４ヶ月分を口座振り込みにより支給します。
 - 令和６年１０月支給分から児童手当制度が変わります！ -
 ・支給期間を高校生年代（１８歳年度末）まで延長　・所得制限撤廃にともない、特例給付廃止
 ・第３子以降月額３０,０００円へ倍増　・年６回支給（偶数月）※児童手当制度改正後初回支給は１２月
 必要な手続きにつきましては、詳細が決まり次第、広報等でお知らせします。
⃝児童扶養手当制度　※所得制限あり
　父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄
与し、児童福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給される制度です。支給対象は、父
母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、
その子どもを育てている父または母に一定の障害があるときです。
《手当支給の対象期間》　
申請を受け付けた翌月分から、子どもが１８歳到達後最初の３月３１日まで
（父または母に一定の障害がある場合は、２０歳未満）
⃝特別児童扶養手当制度　※所得制限あり
　児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給される制度です。支給対象は、身体
または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父若しくは母、または父母にかわっ
てその児童を養育している方です。
《手当支給の対象期間》　
申請を受け付けた翌月分から、子どもが２０歳になる誕生日の前日が属する月分まで
※２０歳の誕生日が令和７年１月１日の場合：令和６年１２月分まで
⃝遺児手当支給制度
　児童の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給される東秩父村独自の
制度です。支給対象は、父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない
子どもを育てている方、若しくはその子どもの保護者です。
《手当支給の対象期間》　
認定された日の属する月から、子どもが１５歳到達後最初の３月３１日まで
⃝出産祝い金支給制度
　出産の奨励を図り、地域社会の活性化に寄与することを目的として、手当を支給する制度です。
支給対象者は生まれた子を養育している父または母に支給されます。支給額は第 1 子
５０，０００円、第２子１００,０００円、第３子以降１５０,０００円です。
⃝東秩父村出産・子育て応援給付金支給制度
　全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的として給付金
を支給する制度です。支給対象は東秩父村に住所を有し、妊娠・出産の届出を行った方です。また、
配偶者からの暴力等を理由に村に避難している場合など居住実態がある場合は支給対象となります。
支給額は、【出産応援給付金】　妊娠一回につき５０, ０００円　【子育て応援給付金】出生子ど
も１人につき５０,０００円です。
⃝問 合 せ　住民福祉課　☎８２－１２２６

くらしの情報

子どものしあわせのために
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農地活用事業補助金のご案内
　村では、遊休農地の拡大防止、また特産品の振興を図るため、特産品の苗木購入代の１/ ３

を補助します（上限３万円）。特産品は花桃、クジャクソウ、ミカン等の果樹、和紙原料等です。

希望される方は、交付申請書と実施計画書を産業観光課へ提出してください。

⃝申請期間　８月１日（木）～１２月２７日（金）まで

※しばみち本店・藤原種苗での購入を希望される方は、役場で一括購入いたします。申請期間は、

８月１日（木）～１０月３１日（木）までとなります。

⃝補助金支払　事業報告書を提出後、指定口座へ振込みます。

⃝苗木購入　交付決定後、各自購入いただけます。

※しばみち本店・藤原種苗で購入を希望される方は、窓口に販売品種一覧がありますので、ご利用ください。

⃝苗木配布　２月中～下旬予定　　⃝問 合 せ　産業観光課　☎８２-１２２３

　東秩父村スポーツ協会では、村のスポーツ振興に貢献し、その功績が顕著の方、およびスポー
ツ界で優秀な成績を収めた方に対し、体育賞を贈り表彰します。
⃝体育賞の種類　⑴功労賞　⑵栄光賞　⑶優秀選手賞
◆⑴功労賞選考基準　次の一つに該当する方
　①体育スポーツの振興に著しく功績のあった方
　②多年体育スポーツの指導に精励し、著しく功績があり他の模範である方
　③地域社会や職場職域における体育スポーツの育成発展に寄与してきた方
　④加盟団体の発展に努力した方
◆⑵栄光賞選考基準　
　当該年度内において、特に優秀なる成績を収めたチームまたは個人で次の一つに該当する方
　①全国大会における優勝チームまたは個人
　②競技団体から推薦されて国際大会、国際試合に参加した方
　③日本記録を更新した方（日本タイ記録を含む）
◆⑶優秀選手賞選考基準　
　一般および学生（小・中・高）大会の選手（またはチーム）で特に優秀であり他の選手の模
　範と認められ、次の一つに該当する方
　①埼玉県予選を経て全国大会に出場した方
　②埼玉県予選を経て関東大会またはそれ以上の大会に出場し入賞した方（個人８位、団体４位以内）
　③県民総合スポーツ大会（競技部門）、学校総合体育大会、埼玉県選手権大会またはこれらと
　同等以上の大会において入賞した方。（個人３位、団体３位以内）　
⃝表彰対象期間　前年９月から当年８月までの期間内を対象とします。
⃝推薦期限　受賞者の推薦は、8月３０日（金）までとなります。
　　　　　　推薦方法等は教育委員会までお問合せください。
⃝問 合 せ　教育委員会事務局　☎８２－１２３０

東秩父村体育賞の推薦について

　ハーバリウムとは、ドライフラワーやプリザーブドフラワーをガラスボトルに入れて、専用
のオイルを注いで楽しむインテリア雑貨のことです。
　簡単に作れますので、初心者の方でも楽しく作れます。お気軽にご参加ください。
⃝日　　時　９月７日（土）　午前１０時 ～ 午前１１時３０分
⃝場　　所　東秩父村コミュニティセンター「やまなみ」集会室　⃝持 ち 物　ハサミ
⃝参 加 費　1本１，０００円（材料費込み）※２本目以降は８００円
⃝募集人数　１０名（村内在住または在勤の方）　 ⃝講  　師　木元　千恵　氏
⃝申 込 み　８月２３日（金）までに教育委員会へお申し込みください。
⃝そ の 他　申し込みのない方の当日参加は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
⃝問 合 せ　教育委員会事務局　☎８２－１２３０

公民館講座「ハーバリウム体験教室」
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くらしの情報

　イーグルバスのお盆期間中における運行ダイヤは以下のとおりとなります。
詳しい運行時刻は、各バス停、およびイーグルバスホームページに掲出しておりますので、ご
確認の上、ご利用お願いします。
⃝問 合 せ　イーグルバス㈱都幾川営業所　☎６５－３９００
　　　　　　URL：http：//www.new-wing.co.jp/

お盆期間中のイーグルバス運行ダイヤについて

  
８月

  ９日
  （金）

 １０日
  （土）

 １１日
  （日）

 １２日
（祝・月）

 １３日
  （火）

 １４日
  （水）

 １５日
  （木）

 １６日
  （金）

 １７日
  （土）

 １８日
  （日）

 １９日
  （月）

ダイヤ  平日 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝土日祝  平日

村長車運転手を募集します！
⃝応募資格　次のいずれにも該当しない人

・禁固以上の刑に処され、その執行を終わる
までまたはその執行を受けることがなくなる
までの人
・懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から
２年を経過しない人
・人事委員会または公平委員会の委員の職に
あって、地方公務員法第５章に規定する罪を
犯し刑に処せられた人
・日本国憲法施行の日以後に、日本国憲法ま
たはそのもとに成立した政府を暴力で破壊す
ることを主張する政党その他の団体を結成
し、またはこれに加入した人
⃝募集職種　村長車運転手

⃝時　　給　１，２０５円

⃝勤務日・時間　随時

⃝募集期間　８月１日（木）～２３日（金）

　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
⃝申込方法　総務課内備え付け、または村

　　　　　　ホームページに掲載の申込書に
　　　　　　必要事項を記入の上、総務課人
　　　　　　事担当へ提出してください。
⃝問 合 せ　総務課　☎８２－１２２１

坂本夏祭り－協働のまちづくり事業－

　５５歳以上の方を対象に、県内外の大学が様々な分野の講座を開放し、一般の学生と一緒に
学んでいただく機会を提供します。
⃝募集開始　８月１日開始　　　　　　　　⃝対　　象：県内在住の５５歳以上の方

⃝期　　間　おおむね９月～３月　　　　　⃝場　　所：県内大学、都内 1大学

⃝科　　目　経済学、社会福祉、語学など　⃝費　　用：各科目１０，０００円程度

⃝申　　込　県 HP（URL: http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/4-rikarento.html）

　　　　　　の募集案内を確認の上、各大学へ直接申込み
⃝問 合 せ　埼玉県高齢者福祉課 (☎０４８－８３０－３２６３) 
※「新型コロナウイルス感染拡大防止」のため、通常と異なる受講方法となる場合があります。
詳しくは各大学にお問い合わせください。

大学の開放授業講座の受講生募集
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相談窓口
○心配ごと相談 / 行政相談 / 合同相談○心配ごと相談 / 行政相談 / 合同相談

１９日（月）午後１時～午後３時  ２階小会議室

　日ごろのご近所トラブルや身近な心配ごと等を
相談員が国の行政活動全般に関する苦情や相談と
ともに受け付けお聞きします。お問合せは下記行
政相談員および社会福祉協議会までお気軽に。
　開設場所等は総務課までお問合せください。
問 合 せ　・行政相談員
　　　　　　高野守生　氏　 ☎８２－０８８５
　　　　　・社会福祉協議会　☎８２－１２３８
　　　　　・総務課　　　　 ☎８２－１２２１

○相談員による消費者相談○相談員による消費者相談

毎週金曜日　午前１０時～午後３時３０分

　契約のトラブルや「これってクーリング
オフできるの？」といった疑問に応じます。
※最近、訪問や電話による業者からの勧誘
が見られます。
※不安な時はまず相談を！
問 合 せ　産業観光課　☎８２－１２２３

納付期限
・村県民税　第２期　　・国民健康保険税国民健康保険税　第２期　
・介護保険料　第２期　・後期高齢者医療保険料　第２期

  ９月２日
チェック

【お願い】　納税は便利で安全な口座振替をご利用ください

　さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、こどもをめぐる様々な人権問題に取り
組むため、全国一斉「こどもの人権相談」強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、
一人でも多くのこどもたちから専用相談電話による相談を受け付けます。
⃝期　　間　８月２１日（水）～８月２７日（火）午前８時３０分～午後７時
　　　　　　※８月２４日（土）、８月２５日（日）は、午前１０時～午後５時まで
⃝電話番号　☎０１２０－００７－１１０（無料）※ＩＰ電話からは接続できません
⃝相談担当者　法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会こども人権委員会委員
　　　　　　　（秘密は厳守します。）
⃝問 合 せ　さいたま地方法務局人権擁護課　☎０４８－８５１－１０００

全国一斉「こどもの人権相談」強化週間の実施について

優良運転者を表彰します
⃝受付期間　８月１日（木）～９月３０日（月）土日祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分
⃝表彰条件　（１）小川警察署管内の交通安全協会員であること。
　　　　　　（２）以下の期間、無事故・無違反であること。

　　　　　
　　　　　　（３）過去に同種の表彰や上局の表彰を受賞していないこと。
⃝申請方法
（１）申請は、表彰上申請に「無事故・無違反証明書」を添えるとともに、会員証または会員証
のコピーを提示して申請してください。
・「無事故・無違反証明書」は、自動車安全運転センターに申請（交付手数料６７０円および郵
便振込料金が必要です。）してください。
・「無事故・無違反証明書」の申請用紙は、小川警察署・交番・駐在所に用意してあります。
・「無事故・無違反証明書」は、申請から発行まで１５日以上かかる場合がありますので、期間
に余裕をもって早めに請求してください。
（２）職業ドライバーの場合は、上記書類のほかに事務所の「運転業務経歴証明書」が必要です。
⃝問 合 せ　小川地方交通安全協会事務局　☎７２－１９１９　　総務課　☎８２－１２２１
⃝表彰年月日・場所　１１月３０日（土）　小川町民会館（リリックおがわ）

【交通安全協会協賛店の募集】
⃝趣　　旨　交通安全意識の向上と交通安全思想の普及・高揚活動にご協力いただきます。
　　　　　　（管内１１、県内７３４、県外１２５店舗加入）
⃝条　　件　５％程度の商品・役務割引を実施いただけること。
⃝利　　点　運転免許更新者のうち交通安全協会入会者に、協賛店一覧表を配布します。
　　　　　　協賛店としての無料宣伝ができます。

　　　　　　　　　　　　　一般ドライバー  職業ドライバー

 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３５年 ４０年 ４５年 ５０年 ３年以上（運転経歴５年以上）
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文
芸

コ
ー

ナ
ー

　

12
月
の
晴
れ
た
青
空
の
中
、
偶
然
、
秩
父

市
の
札
所
を
訪
れ
て
い
た
巡
礼
者
と
居
合
わ

せ
、
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
ま
し
た
。

　

私
は
、
何
を
ど
う
撮
る
か
が
写
真
を
撮
影

し
て
い
く
中
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
こ
の
作
品
は
、
た
ま
た
ま
出
会

っ
た
偶
然
を
撮
っ
た
写
真
で
す
。

　

ど
こ
に
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
て
撮
る
の
か
、
ど

う
い
う
も
の
を
被
写
体
に
し
て
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
押
す
の
か
を
学
び
な
が
ら
今
後
も
自
分
ら

し
い
写
真
を
撮
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ア
ー
ト
の
世
界

佐
山
け
さ
子

飯
野
は
つ
志　
　

鈴
木　

啓
子　

今
村
千
鶴
子　

梅
澤
き
く
え　
　

田
村　

好
子

梅
沢　

時
江

西　
　

ツ
ル　

𠮷
田　

愛
子　
　

高
橋　

ツ
子　

関
口　

侚
子　

小
宮　
　

勉　

土
屋　

厚
子　

初
雁　

功
子

山
田　

美
子

野
口
利
江
子

  

　
　

東
秩
父
村
に
人
権
擁
護
委
員
が
２
名
い
ま
す
が
、
私
は
そ
の
中
の

１
名
で
す
。
人
権
擁
護
委
員
は
人
権
擁
護
委
員
法
に
基
づ
い
て
、
市

町
村
単
位
で
配
置
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
で
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
任
期
は
３
年
と
な
り
ま
す
。
組
織
と
し
て
は
、

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
が
あ
り
、
埼
玉
県
で
は
８
ブ
ロ
ッ
ク
に

分
か
れ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
東
秩
父
村
は
東
松
山
協
議
会
に
属
し
、

祝
祭
日
を
除
い
て
毎
週
水
曜
日
に
東
松
山
法
務
局
内
に
常
設
相
談

を
開
設
し
、
委
員
が
輪
番
で
人
権
相
談
を
受
け
、
問
題
解
決
へ
の
お

手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
法
務
局
の
職
員
と
協
力
し
て
人

権
侵
害
か
ら
被
害
者
の
救
済
に
努
め
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
人
権
に
つ

い
て
関
心
を
持
って
も
ら
え
る
よ
う
啓
発
活
動
も
行
って
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
６
月
１
日
を

「
人

権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
委
員
が
各
市
町
村
に
出
向
き
、
特

設
相
談
を
開
設
し
対
応
し
て
い
ま
す
。
東
秩
父
村
で
は
人
権
擁
護

委
員
の
日
に
合
わ
せ
、
年
３
回
役
場
内
に
て
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
人
権
相
談
の
年
間
取
扱
件
数
は
全
国
で
20
万
件
を
超
え

て
い
る
そ
う
で
す
。
生
活
の
中
で
悩
み
事
が
生
じ
、
ど
こ
に
相
談
す

れ
ば
よ
い
か
迷
っ
た
ら
、
ま
ず
は
人
権
擁
護
委
員
を
頼
っ
て
み
て
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
相
談
に
つ
い
て
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
の
人
権
啓
発
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
、
引
き
続
き

「『
誰

か
』
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
」
と
な
り
ま
し
た
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
権

の
尊
重
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
在
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
課
題
が

依
然
と
し
て
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
人
権
擁
護
委
員
の
一
員
と
し
て
、

関
係
諸
機
関
と
の
連
携
を
緊
密
に
し
、
共
生
社
会
実
現
の
た
め
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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委
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奈
良　

幸
子

　　　　　「祈りの時」
撮影者　写友会
　　　　　　栗島　脩さん（御堂）

ば
ら
開
く
彼
の
軽
や
か
な
足
音
に

ば
ら
の
花
盛
り
や
雨
の
少
し
欲
し

小
町
草
指
に
触
れ
み
る
茎
粘
る

山
肌
に
可
憐
や
さ
つ
き
咲
き
は
じ
む

念
入
り
に
掃
き
あ
り
さ
つ
き
の
零
れ
花

円
と
な
り
若
葉
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下
に
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動
会

真
っ
直
ぐ
に
濃
き
紫
や
か
き
つ
ば
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杜
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庭
白
花
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ら
ん
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白
さ
か
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手
折
り
来
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コ
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紅
白
し
ら
ん
か
な

桜
草
小
花
の
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ひ
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濃
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の
ポ
ピ
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続
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峠
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十
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葉
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三
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浮
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徒
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の
伸
ぶ
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ま
ま
な
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梅
香
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蕗
味
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の
手
作
り
添
へ
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母
見
舞
ふ

朝
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の
玉
の
零
れ
ず
柿
若
葉

若
葉
風
木
下
の
漏
れ
日
揺
ら
ぎ
け
り



９日（金）　午後１時３０分～
東秩父村役場２階　新会議室で行います。
問  合  せ　教育委員会　☎８２－１２３０
※どなたでも傍聴できます。
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世帯と人口
６月中の人口動態
　世帯　１，０５４　　　転入　　　　４
　人口　２, ４３９　　　転出　　　　３
　男　　１，２２６　　　出生　　　　１
　女　　１，２１３　　　死亡　　　　３
※世帯と人口は７月１日現在、その他は６月中の
動きです。

資源およびごみの収集実績を報告します。

紙　 　 類 　 6 ,150kg    -1,300kg
衣　 　 類 　 1,690kg 　　380kg
アルミ缶 　　270kg 　　  -7kg

     資源物
　売却収入 107,855 円   31,804 円

資
源
回
収

○ごみ収集　　　　　　　前年同月比
　６月分　　　　　　　　　　　増減

可 燃 ご み  　86,070kg      -930kg
１人１日
あたり排出量 　　　387g 　  　　7g

○今年度収集実績（累計）前年同月比
　今年度累計（4 月～）　　　　 増減

可 燃 ご み 　 25,920kg    -3,850kg
１人１日
あたり排出量 　　　354g 　  　 -41g

※指定された日に、地域のルールに沿って出しましょう。ごみの分別と資源化、減量化にご協力ください。

問  合  せ　
保健衛生課　
☎８２－１７７７

ペットボトルの収拾について

土木工事等のお知らせ

　毎月第 3 火曜日は「ガラス類・ペットボトル」
の収集日ですが、５・６・７・８・９・１０月は
第１水曜日についてもペットボトルの収集を行い
ます。ガラス類の収集は毎月第３火曜日のみのた
めご注意ください。
問  合  せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

１９ 広報　ひがしちちぶ

お
知

ら
せ

休日当番医（８月）

教育委員会開催のお知らせ（８月）

１１日（祝・日）
瀬川病院　小川町　☎７２－０３２８

【内科・外科】
１２日（振替・月）
こどもクリニックいとう小児科　東松山市　☎３４－４１４５

【小児科】

捨てればごみ、分ければ資源

こころのサポート相談室
東秩父村では、孤立・孤独に悩む方への手助けとして、相談会を開催しています。
日　時　毎月第１水曜日　　　　　　　　　　相談料　無料
　　　　午前９時００分～午後４時３０分　　予　約　必須（前日までに電話予約）
　　　　電話・LINE 相談は平日受付　　　　　　　　 ※電話・LINE 相談については相
対　象　村内在住のどなたでも　　　　　　　　　　　　談員が在席している場合はその
相談者　メンタル心理カウンセラー　　　　　　　　　　場で相談できます。
　　　　認定心理士資格保有者　　　　　　　予約先　住民福祉課　☎８２－１２２６

　８月１日現在、村内で発注されている主な道路
工事等です。
■県発注工事等
・総Ⅰ除）災害防除工事（奥沢工区その２）【御堂地内】
・砂防施設（補助）工事（上の山地すべり観測業
務委託）　　　　　　　　　　　　　   【坂本地内】
■村発注工事等
・村道２－８号（綿野）線路肩修繕工事【大内沢地内】
・村道１０１７号（居用）線舗装修繕工事【大内沢地内】
・村道３１５６号（栗和田）線舗装修繕工事【坂本地内】
・東秩父村橋梁定期点検業務委託【東秩父村管内】
・村道２－７号（和知場）線水路修繕工事【大内沢地内】
・森林管理道和知場線水路修繕工事【大内沢地内】
問  合  せ　建設課　☎８２－１２２２

○資源回収　　　　　　　前年同月比
　６月分　　　　　　　　　　　増減

【のびのび広場】※午前１０時～１１時３０分
　６日（火）　水あそび
２０日（火）　水あそび
２７日（火）　水あそび
利用時間　毎週火・木・金（祝日は除く）
　　　　　【午前】午前９時～午前１１時３０分
　　　　　【午後】午後１時～午後３時３０分
　　　　　【閉所】午前 11 時 30 分～ 12 時 30 分
問  合  せ　子育て支援センター　☎８２－０６０１

 子育て支援センターだより（８月）
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　子育ての
　　　ココが聞きたい！

　子どもの眠りについて悩んだことはありませんか？
　「早く寝て欲しいのになかなか寝てくれない」「昼寝を嫌がるようになったけど、昼寝って
いつまで必要なの？」など、様々な悩みが思い浮かぶと思います。
　子どもの成長には睡眠はとても重要で、しっかり眠ることによってさまざまなホルモンが
分泌され発達を促し、情緒の安定につながっていきます。また睡眠による十分な休息が日中
の活動の質を高めてくれます。
　子どもは年齢ごとに必要な睡眠の時間と回数が変化します。生まれたばかりの赤ちゃんは
一日約２０時間も眠って過ごすと言われています。3 時間寝ては起き、ミルクを飲みまた眠
る。睡眠と覚醒を繰りかえすことで徐々に体内時計が整っていきます。まさに「寝る子は育つ」
なのです！
　３～４歳ごろになると一日の必要睡眠時間が１０～１３時間程になり、日中活発に動ける
ようになります。このころになると、生活習慣の違いによって昼寝をする子どもとしない子
どもに別れます。例えばＡ君は保育園で毎日お昼寝をしているけど、Ｂちゃんは同い年でも
幼稚園に通っているので昼寝はしていない、なんてことがあります。子どもの体力がつき、
昼寝をしなくても元気に活動できるようになっています。一日の必要な睡眠時間が十分に取
れていて、活発に活動できるのであれば、昼寝をしなくても問題ありません。ただし、子ど
もには発達のバラつきがあるのが当たり前。昼寝をしない生活習慣をしていて、午後に不機
嫌になる、疲れを感じる子どもの場合は、早めに布団に入り通常よりも長く睡眠時間をとる
工夫が必要です。子どもに合わせた睡眠時間を確保してあげることが大切なのです。
　子どもの眠りについて多くの親が悩んでいることが「寝かしつけ」ではないでしょうか？
先日、子育て支援センターで、保護者の皆さまと話をしているときも、寝かしつけの悩みが
多数あげられました。
　なかなか寝付かず 2 時間抱っこしていた、なんて話もよく聞きます。子育て奮闘中のママ、
パパ……本当にお疲れさまです。少しでも悩みの解決に近づけるよう、私が保育士をしてい
た時と子育てをする中で経験し学んだ、寝かしつけについてのポイントを 3 つ紹介したいと
思います。

「 ねるこはそだつ！」

ポイント➀　【たくさん遊ぼう！】
日中にたくさん遊んで、体も頭もくたくた！の状況を作ると、満足感と疲労感で、夜に自然
に眠りに就くことができるようになります。家にいる時間に動画やテレビばかり見て過ごし
てしまうと、過剰に脳が刺激され寝付きにくくなってしまうので、視聴時間を少し減らして、
子どもが夢中になって遊べる時間にしてみましょう。お気に入りのおもちゃなどで手先と頭
を使って遊ぶだけでも十分効果的ですよ！
ポイント②【布団に入るまでのルーティーンを作ろう！】
“ごはん⇒お風呂⇒絵本⇒歯磨き⇒布団に入る” のような、就寝前の流れが決まっていると、
子ども自身も眠るまでの見通しがつきやすくなり、徐々に心を落ちつかせられるようになっ
ていきます。また起床時には、起きる少し前にカーテンを開け日の光を浴びて自然に起きら
れるようにしましょう。夜なかなか寝付かない場合は、まず朝きちんと起きる習慣をつける
ことが大切です。
ポイント③【安心】
子どもが眠るには「安心」することが一番大切です。赤ちゃんであれば、パパ、ママに抱か
れ腕の中で安心して眠る。大きくなるにつれ、胸をさすってもらっているだけでも眠れるよ
うになり、十分に愛情を受け安心の基地が出来上がることで、徐々に一人で眠れるようになっ
ていきます。安心し、心地よく眠りに就くことが大切なのです。
睡眠時間を確保することは子どもにとっても大人にとっても生活リズムを作る重要な要素で
す。子どもが心地よく眠れる環境を整え、良い睡眠習慣を身に付けましょう！


